
柔道整復師やあん摩マッサージ師等のかかり方

健康保険を使うときは、正しくかかりましょう！
接骨院・整骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等（以下、あはき師）

の施術を受ける場合は、健康保険を使える範囲は決まっています。

医療機関での治療を受けているときは、接骨院・整骨院では、健康保険は使えません。

柔道整復師やあはき師への正しいかかり方を理解して、適正に受診してください。

接骨院・整骨院（柔道整復師）にかかるとき
健康保険が使える場合 健康保険が使えない場合

■ 骨折、脱臼

■ 外傷性が明らかな捻挫、打撲、挫傷（肉離れ）

■ 負傷原因がはっきりしている骨・筋肉・関節のケガや痛み

■ 骨折、脱臼の施術後に運動機能の回復を目的に行った
運動

■ 単なる（疲労性・慢性的な要因からくる）肩こりや筋肉
疲労

■ 病気（神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニアなど）による痛み

■ 脳疾患の後遺症などの慢性病

■ 症状の改善がみられない長期の施術

■ 労災保険が適用される仕事中や通勤途上でのケガ
（雇用されている人）

■ 医療機関での治療を受けているとき

健康保険が使えないため、全額自己負担
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施術内容についてお尋ねすることがあります。
給付を適正に行うため、施術日や施術内容について照会させ

ていただくことがあります。領収証や明細書、施術記録などを保

管し、ご回答いただきますようご協力をお願いします。

「患者相談ダイヤル」へご相談ください。
0120-655-011

相 談 日 ：毎月第2日曜日
相談時間：10：00～15：30
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